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事

委

員

会

平
成
15年

度
青
森
県
職
員
採
用
中
級
試
験
及
び
初
級
試
験
公
告

平
成
15年
度
青
森
県
職
員
採
用
中
級
試
験
及
び
初
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
､
人
事

委
員
会
規
則
６
－
15
(職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
)
第
10条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
15年
７
月
18日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増
田

孝
介

１
試
験
の
種
類
及
び
程
度

２
試
験
職
種
､
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
内
容

初
級
試
験
｢一
般
事
務
｣
､
｢教
育
事
務
｣
及
び
｢警
察
事
務
｣
の
受
験
者
は
､
こ
の
３
職
種

の
う
ち
第
３
志
望
ま
で
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

３
受
験
資
格

�
中
級
試
験

昭
和
51年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
59年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
､
活
字
印
刷
文
に
よ

る
出
題
に
対
応
で
き
る
者
の
う
ち
､
栄
養
士
の
免
許
を
有
す
る
者
又
は
平
成
16年
３
月
31日
ま

で
に
栄
養
士
の
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
者
に
限
る
｡

�
初
級
試
験

昭
和
57年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
､
活
字
印
刷
文
に
よ

る
出
題
に
対
応
で
き
る
者

�
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受
験
で
き
な
い
｡

○
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
(栄
養
士
を
除
く
｡
)

…
…
…
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号
外
第
七
十
二
号

平
成
十
五
年
七
月
十
八
日

(

金
曜
日)

種
類

職
員
採
用
中
級
試
験

職
員
採
用
初
級
試
験

程
度

短
期
大
学
卒
業
程
度

高
等
学
校
卒
業
程
度

種
類
試
験
職
種
採
用
予
定
人
員

職
務

の
内

容

中
級
試
験
栄
養
士

４
人
程
度

県
立
学
校
若
し
く
は
市
町
村
立
の
小
・
中
学
校
又

は
教
育
行
政
機
関
に
お
い
て
専
門
的
技
術
的
業
務
に

従
事
す
る
｡

初
級

試
験

一
般
事
務

６
人
程
度

知
事
部
局
の
本
庁
又
は
出
先
機
関
に
お
い
て
一
般

事
務
に
従
事
す
る
｡

教
育
事
務

４
人
程
度

県
立
学
校
若
し
く
は
市
町
村
立
の
小
・
中
学
校
又

は
教
育
行
政
機
関
に
お
い
て
一
般
事
務
に
従
事
す

る
｡

警
察
事
務

11人
程
度

警
察
本
部
又
は
警
察
署
に
お
い
て
一
般
事
務
に
従

事
す
る
｡

農
業
土
木

１
人
程
度

知
事
部
局
の
本
庁
又
は
出
先
機
関
に
お
い
て
専
門

的
技
術
的
業
務
に
従
事
す
る
｡



( )
○
地
方
公
務
員
法
第
16条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
以
下
に
該
当
す
る
者

・
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
(準
禁
治
産
者
を
含
む
｡
)

・
禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

・
青
森
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
､
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
な
い
者

・
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
､
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
､
又
は
こ
れ
に
加

入
し
た
者

４
試
験
の
日
時
､
場
所
及
び
合
格
発
表

５
試
験
の
方
法
及
び
内
容

６
受
験
の
手
続
及
び
受
付
期
間

�
受
験
の
手
続
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試
験

試
験

日

(開
始
時
刻
)

場
所

合
格

発
表

試
験
地

試
験
会
場

発
表
日

発
表
方
法

第
１
次

試
験

９
月
28日

(日
)

(午
前
９
時
10分
)

青
森
市
青
森
県
立
青
森
戸

山
高
等
学
校

10月
10日

(予
定
)

合
格
者
に
書

面
で
通
知
す
る

ほ
か
､
合
格
者

の
受
験
番
号
を

青
森
県
庁
及
び

県
内
各
県
税
事

務
所
等
の
掲
示

板
に
掲
示
す
る
｡

ま
た
､
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に

も
合
格
者
の
受

験
番
号
を
掲
示

す
る
｡
(
http

://w
w
w
.
pref.

aom
ori
.
jp/sa

iyou/)

弘
前
市
青
森
県
立
弘
前
高

等
学
校

八
戸
市
青
森
県
立
八
戸
工

業
高
等
学
校

第
２
次

試
験
10
月
下
旬
青
森
市
青
森
県
庁
舎
北
棟
11月
中
旬

試
験

方
法

該
当
職
種

内
容

第１

教
養
試
験
全
職
種

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知

識
及
び
知
能
に
つ
い
て
､
中
級
試
験

は
短
大
卒
業
程
度
､
初
級
試
験
は
高

校
卒
業
程
度
の
五
枝
択
一
式
に
よ
る

筆
記
試
験
を
行
う
｡
(50題

､
２
時

間
)

次試験

専
門
試
験

栄
養
士

試
験
職
種
ご
と
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
的
知
識
及
び
能
力
に
つ
い
て
､

中
級
試
験
は
短
大
卒
業
程
度
､
初
級

試
験
は
高
校
卒
業
程
度
の
五
枝
択
一

式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
｡

な
お
､
問
題
は
下
記
｢10

専
門

試
験
出
題
分
野
｣
の
中
か
ら
出
題
す

る
｡
(40題

､
２
時
間
)

解
答
は
､

マ
ー
ク
シ
ー

ト
方
式
に
よ

り
行
う
｡

農
業
土
木

適
性
試
験
一
般
事
務

教
育
事
務

警
察
事
務

計
算
等
の
能
力
に
つ
い
て
､
五
枝

択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
｡

(120題
､
15分
)

第２次試験

論
文
試
験
栄
養
士

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
識
見
､
判
断
力
､
思
考
力

等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
｡

作
文
試
験
初

級
全
職
種

文
章
に
よ
る
表
現
力
､
課
題
に
対
す
る
理
解
力
そ

の
他
の
能
力
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
｡

面
接
試
験

全
職
種

主
と
し
て
人
物
に
つ
い
て
､
集
団
面
接
及
び
個
別

面
接
に
よ
り
試
験
を
行
う
｡

適
性
検
査

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
､
性
格
検

査
法
に
よ
る
検
査
を
行
う
｡

身
体
検
査

身
体
検
査
書
に
基
づ
き
､
職
務
の
遂
行
に
必
要
な

健
康
度
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
｡

受
験
申
込
用
紙

の
請
求

直
接
請
求
す
る

場
合

青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
､
県
庁
正
面
受
付
､

県
内
各
県
税
事
務
所
､
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
､

青
森
県
東
京
事
務
所
､
青
森
県
企
業
誘
致
東
京
情
報

セ
ン
タ
ー
､
本
県
の
各
県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県

内
各
警
察
署
で
配
布
す
る
｡

郵
送
で
請
求
す

る
場
合

封
筒
の
表
に
｢中
級
(又
は
初
級
)
試
験
案
内
請

求
｣
と
朱
書
し
､
120円

切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明

記
の
返
信
用
封
筒
(角
２
号
)
を
同
封
の
う
え
､
当

人
事
委
員
会
事
務
局
に
請
求
す
る
こ
と
｡

受
験
申
込
方
法

直
接
持
参
す
る

場
合

受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず
顔

写
真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記
の

う
え
50円
切
手
を
貼
っ
て
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に

提
出
す
る
こ
と
｡

郵
送
す
る
場
合

封
筒
の
表
に
｢中
級
(又
は
初
級
)
試
験
申
込
｣

と
朱
書
し
､
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に
送
付
す
る
こ

と
｡
受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず

顔
写
真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記



( )

�
受
付
期
間

８
月
11日

(月
)
か
ら
９
月
５
日
(金
)
ま
で

(た
だ
し
､
土
曜
日
及
び
日
曜
日
は
受
け
付
け
な
い
｡
)

受
付
時
間
は
､
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
｡

郵
送
の
場
合
は
､
９
月
５
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
｡

申
込
受
付
期
間
終
了
後
の
試
験
職
種
､
志
望
順
位
又
は
試
験
地
な
ど
の
変
更
は
認
め
な
い
｡

７
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
及
び
採
用
の
方
法

�
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
､
当
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
｡

�
採
用
の
方
法

採
用
者
は
､
青
森
県
知
事
等
各
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
る
採

用
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
決
定
さ
れ
る
｡

採
用
の
時
期
は
平
成
16年
４
月
１
日
以
降
と
な
る
が
､
こ
れ
ま
で
､
本
人
が
辞
退
し
な
い
限

り
ほ
ぼ
全
員
が
採
用
と
な
っ
て
い
る
｡

な
お
､
｢栄
養
士
｣
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
､
上
記
｢３

受
験
資
格
｣
で
表
示
し
て
い
る

期
日
ま
で
に
栄
養
士
の
免
許
を
取
得
し
て
い
な
け
れ
ば
採
用
さ
れ
な
い
｡

８
試
験
結
果
の
開
示

こ
の
採
用
試
験
の
結
果
は
､
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
(平
成
10年
青
森
県
条
例
第
57号
)

第
18条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
口
頭
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

開
示
を
希
望
す
る
場
合
､
受
験
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
(た
だ
し
､
法
定
代
理
人
に
よ

る
請
求
は
､
受
験
者
が
請
求
時
に
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
｡
)
が
､
下
表
に
掲
げ
る
書
類
を

持
参
の
う
え
､
当
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
直
接
請
求
す
る
こ
と
｡

受
付
時
間
は
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
｡

(た
だ
し
､
土
曜
日
､
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(昭
和
23年
法
律
第
178号

)

に
規
定
す
る
休
日
は
受
け
付
け
な
い
｡
)

９
初
任
給
そ
の
他
の
給
与

初
任
給
は
､
中
級
試
験
合
格
者
が
152,000円

程
度
(平
成
15年

４
月
採
用
の
短
大
新
卒
者
の

場
合
)
､
初
級
試
験
合
格
者
が
139,500円

程
度
(平
成
15年

４
月
採
用
の
高
校
新
卒
者
の
場
合
)

で
あ
り
､
６
月
及
び
12月
に
期
末
・
勤
勉
手
当
､
10月
に
寒
冷
地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
､
支

給
条
件
に
応
じ
て
扶
養
手
当
､
通
勤
手
当
､
住
居
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
｡

10
専
門
試
験
出
題
分
野

平
成
15年

度
青
森
県
警
察
官
採
用
試
験
(警
察
官
Ｂ
)
公
告

平
成
15年
度
青
森
県
警
察
官
採
用
試
験
(警
察
官
Ｂ
)
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
､
人
事
委

員
会
規
則
６
－
15
(職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
)
第
10条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

な
お
､
当
該
試
験
の
実
施
に
当
た
っ
て
､
青
森
県
警
察
官
採
用
試
験
(警
察
官
Ｂ
(男
性
)
)
第

１
次
試
験
に
つ
い
て
は
､
埼
玉
県
､
千
葉
県
､
神
奈
川
県
､
静
岡
県
及
び
警
視
庁
と
共
同
で
行
う
も

の
と
す
る
｡

平
成
15年
７
月
18日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増
田

孝
介
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の
う
え
50円
切
手
を
貼
る
こ
と
｡

受
験
申
込
書
及
び
受
験
票
は
､
折
ら
ず
に
郵
送
す

る
こ
と
｡

受
験
票
の
交
付

受
験
票
は
､
受
験
申
込
書
の
持
参
･郵
送
を
問
わ
ず
９
月
12日

(金
)

に
発
送
す
る
｡

な
お
､
受
験
票
が
９
月
18日

(木
)
ま
で
に
返
送
さ
れ
な
い
場
合
は
､

速
や
か
に
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に
連
絡
す
る
こ
と
｡

第
１
次

試
験
第
１
次
試
験
不
合

格
者

第
１
次
試
験
の
順
位

及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

青
森
県
人
事
委
員

会
事
務
局

青
森
市
新
町
二
丁

目
４
－
30

県
庁
舎
北
棟
５
階

第
２
次

試
験
第
２
次
試
験
受
験

者
第
２
次
試
験
の
順
位
合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

〔
受
験
者
本
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
票
若
し
く
は
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(運
転
免
許
証
､
学
生
証
､
旅
券

等
)

〔
受
験
者
の
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
者
本
人
の
受
験
票
及
び
法
定
代
理
人
に
係
る
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

(法
定
代
理
人
自
身
の
運
転
免
許
証
､
旅
券
等
)
並
び
に
受
験
者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
等
)

試
験
開
示
請
求
で
き
る

者
開
示
内
容

開
示
受
付
期
間

開
示
場
所

試
験
の

種
類
試
験
職
種

出
題

分
野

中
級

試
験
栄
養
士

公
衆
衛
生
､
栄
養
・
臨
床
栄
養
､
食
品
・
食
品
衛
生
､
給
食
管
理
・

調
理
､
栄
養
指
導
・
教
育
等

初
級

試
験
農
業
土
木

農
業
水
利
､
農
業
土
木
設
計
､
測
量
､
農
業
土
木
施
工
､
農
地
開

発
､
農
業
基
礎
､
農
業
情
報
処
理
､
生
物
工
学
基
礎
等



( )
１
試
験
の
種
類
及
び
程
度

２
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
内
容

�
採
用
予
定
人
員

(警
察
官
Ｂ
(男
性
)
受
験
者
は
､
上
記
都
県
の
中
か
ら
第
２
志
望
ま
で
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡
た
だ
し
､
青
森
県
を
第
２
志
望
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
)

�
職
務
の
内
容

個
人
の
生
命
､
身
体
及
び
財
産
の
保
護
､
犯
罪
の
予
防
､
鎮
圧
及
び
捜
査
､
被
疑
者
の
逮
捕
､

交
通
の
取
締
､
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
当
た
る
｡

３
受
験
資
格

�
昭
和
49年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
(学
校
教
育
法
に
よ
る

大
学
(短
期
大
学
を
除
く
｡
以
下
｢大
学
｣
と
い
う
｡
)
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
16年
３
月

31日
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
(人
事
委
員
会
が
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る

者
を
含
む
｡
)
を
除
く
｡
)

�
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受
験
で
き
な
い
｡

○
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

○
地
方
公
務
員
法
第
16条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
以
下
に
該
当
す
る
者

・
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
(準
禁
治
産
者
を
含
む
｡
)

・
禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

・
志
望
す
る
都
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
､
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年

を
経
過
し
な
い
者

・
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
､
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
､
又
は
こ
れ
に
加

入
し
た
者

４
試
験
の
日
時
､
場
所
及
び
合
格
発
表

※
青
森
県
以
外
の
都
県
の
合
格
発
表
日
に
つ
い
て
は
､
志
望
す
る
都
県
に
よ
っ
て
異
な
る
の

で
､
そ
れ
ぞ
れ
の
都
県
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
｡

５
試
験
の
方
法
及
び
内
容
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種
類

程
度

警
察
官
採
用
試
験

(
警
察
官
Ｂ
)

(以
下
｢警
察
官
Ｂ
試
験
｣
と
い
う
｡
)

高
等
学
校
卒
業
程
度

区
分
青
森
県
埼
玉
県
千
葉
県
神
奈
川
県
静
岡
県
警
視
庁

警
察
官
Ｂ

(男
性
)
16人
程
度
２
人
程
度
２
人
程
度
２
人
程
度
２
人
程
度
２
人
程
度

警
察
官
Ｂ

(女
性
)
２
人
程
度

試
験

試
験

日

(開
始
時
刻
)

場
所

合
格

発
表

試
験
地

試
験
会
場

発
表
日

発
表
方
法

青森県

第
１
次

試
験

９
月
28日

(日
)

(午
前
９
時
10分
)

青
森
市
青
森
県
立
青

森
戸
山
高
等

学
校

10月
10日

(予
定
)

合
格
者
に
書

面
で
通
知
す
る

ほ
か
､
合
格
者

の
受
験
番
号
を

青
森
県
庁
､
青

森
県
警
察
本
部

及
び
県
内
各
警

察
署
等
の
掲
示

板
に
掲
示
す
る
｡

ま
た
､
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に

も
合
格
者
の
受

験
番
号
を
掲
示

す
る
｡

(http://w
w
w
.

pref.
aom
ori.

jp/saiyou/)

弘
前
市
青
森
県
立
弘

前
高
等
学
校

八
戸
市
青
森
県
立
八

戸
工
業
高
等

学
校

第
２
次

試
験
11
月
上
旬
青
森
市
青
森
県
警
察

本
部
青
森
県
警
察

学
校

11月
下
旬

青森県以外

第
１
次

試
験

青
森
県
と
同
じ

10月
下
旬

第
２
次

試
験
11
月
中
旬
青
森
市
青
森
県
立
青

森
商
業
高
等

学
校

12月
下
旬

�
２
月
中
旬

試
験

方
法

内
容

第１次試験

教
養
試
験

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
､

高
校
卒
業
程
度
の
五
枝
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
｡

(50題
､
２
時
間
)

解
答
は
､
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
に
よ
り
行
う
｡



( )

※
警
察
官
Ｂ
(男
性
)
試
験
の
身
体
検
査
で
は
､
志
望
す
る
都
県
に
よ
っ
て
多
少
基
準
が
異

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
､
青
森
県
警
察
本
部
警
務
教
養
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
｡

６
受
験
の
手
続
及
び
受
付
期
間

�
受
験
の
手
続

�
受
付
期
間

８
月
11日

(月
)
か
ら
９
月
５
日
(金
)
ま
で
(た
だ
し
､
土
曜
日
及
び
日
曜
日
は
受
け
付

け
な
い
｡
)

受
付
時
間
は
､
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で
と
す
る
｡

郵
送
に
よ
る
場
合
は
､
９
月
５
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
｡

申
込
受
付
期
間
終
了
後
の
志
望
順
位
や
試
験
地
な
ど
の
変
更
は
認
め
な
い
｡

７
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
及
び
採
用
の
方
法

�
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
､
合
格
し
た
都
県
の
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ

る
｡

�
採
用
の
方
法

採
用
者
は
､
各
警
察
本
部
長
又
は
警
視
総
監
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
､
成
績
順
に
提
示
す
る

名
簿
の
中
か
ら
決
定
さ
れ
る
｡

採
用
の
時
期
は
平
成
16年
４
月
１
日
以
降
と
な
る
が
､
こ
れ
ま
で
､
本
人
が
辞
退
し
な
い
限
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受
験
申
込
用
紙

の
請
求

直
接
請
求
す
る

場
合

青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
､
青
森
県
警
察
本
部

警
務
教
養
課
､
県
内
各
警
察
署
､
県
庁
正
面
受
付
､

県
内
各
県
税
事
務
所
､
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
､

青
森
県
東
京
事
務
所
､
青
森
県
企
業
誘
致
東
京
情
報

セ
ン
タ
ー
及
び
本
県
の
各
県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
で
配

布
す
る
｡

郵
送
で
請
求
す

る
場
合

封
筒
の
表
に
｢警
察
官
Ｂ
試
験
案
内
請
求
｣
と
朱

書
し
､
120円

切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信

用
封
筒
(角
２
号
)
を
同
封
の
う
え
､
青
森
県
人
事

委
員
会
事
務
局
又
は
青
森
県
警
察
本
部
警
務
教
養
課

の
い
ず
れ
か
に
請
求
す
る
こ
と
｡

申
込
方
法

直
接
持
参
す
る

場
合

受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず
顔

写
真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記
の

う
え
50円
切
手
を
貼
っ
て
青
森
県
警
察
本
部
警
務
教

養
課
に
提
出
す
る
こ
と
｡

郵
送
す
る
場
合

封
筒
の
表
に
｢警
察
官
Ｂ
試
験
申
込
｣
と
朱
書
し
､

青
森
県
警
察
本
部
警
務
教
養
課
に
送
付
す
る
こ
と
｡

受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず
顔
写

真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記
の
う

え
50円
切
手
を
貼
る
こ
と
｡

受
験
票
の
交
付

受
験
票
は
受
験
申
込
書
の
持
参
､
郵
送
を
問
わ
ず
後
日
発
送
す
る
｡

な
お
､
受
験
票
が
９
月
18日

(木
)
ま
で
に
返
送
さ
れ
な
い
場
合
は
､

速
や
か
に
青
森
県
警
察
本
部
警
務
教
養
課
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
｡

第２次試験

作
文
試
験

文
章
に
よ
る
表
現
力
､
課
題
に
対
す
る
理
解
力
そ
の
他
の
能

力
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
｡

面
接
試
験

警
察
官
に
適
す
る
人
物
か
ど
う
か
に
つ
い
て
､
集
団
面
接
及

び
個
別
面
接
に
よ
り
試
験
を
行
う
｡

適
性
検
査

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
､
性
格
検
査
法
に
よ

る
検
査
を
行
う
｡

体
力
検
査

持
久
力
､
瞬
発
力
及
び
筋
力
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
｡

身
体
検
査

�
右
の
基
準
�

�
に
よ
り
検
�

�
査
を
行
う
｡�

男
性

(青
森
県
の
場
合
)

女
性

身
長

160㎝
以
上
で
あ
る
こ

と
｡

150㎝
以
上
で
あ
る
こ

と
｡

体
重

47㎏
以
上
で
あ
る
こ

と
｡

胸
囲

78㎝
以
上
で
あ
る
こ

と
｡

視
力

両
眼
と
も
視
力
が
0.6以

上
で
あ
る
こ
と
又
は
矯

正
視
力
が
1.0以

上
で
あ
る
こ
と
｡

色
覚

正
常
で
あ
る
こ
と
｡

そ
の
他

職
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
身
体
的
状
態
で
あ
る

こ
と
｡

※
上
記
項
目
の
う
ち
､
視
力
に
つ
い
て
は
当
日
会
場
で
検
査

し
､
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
は
医
療
機
関
等
に
お
い
て
検

査
し
た
診
断
書
の
提
出
を
求
め
る
｡

受
験
資
格
等
の
調
査

受
験
申
込
書
の
記
載
事
項
の
真
偽
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
｡



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

り
ほ
ぼ
全
員
が
採
用
と
な
っ
て
い
る
｡

�
そ
の
他

採
用
後
は
巡
査
と
な
り
､
初
任
教
養
を
受
け
る
た
め
10か
月
間
警
察
学
校
(全
寮
制
)
に
入

校
す
る
｡

警
察
学
校
卒
業
後
は
交
番
に
配
置
さ
れ
､
そ
の
後
､
本
人
の
適
性
等
に
よ
り
､
刑
事
係
､
交

通
係
､
機
動
隊
､
警
察
音
楽
隊
(カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
隊
)
､
留
置
係
な
ど
の
業
務
に
従
事
す
る
｡

８
試
験
結
果
の
開
示

こ
の
採
用
試
験
の
結
果
は
､
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
(平
成
10年
青
森
県
条
例
第
57号
)

第
18条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
口
頭
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

開
示
を
希
望
す
る
場
合
､
受
験
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
(た
だ
し
､
法
定
代
理
人
に
よ

る
請
求
は
､
受
験
者
が
請
求
時
に
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
｡
)
が
､
下
表
に
掲
げ
る
書
類
を

持
参
の
う
え
､
当
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
直
接
請
求
す
る
こ
と
｡

受
付
時
間
は
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
｡

(た
だ
し
､
土
曜
日
､
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(昭
和
23年
法
律
第
178号

)

に
規
定
す
る
休
日
は
受
け
付
け
な
い
｡
)

９
昇
任
､
初
任
給
そ
の
他
の
給
与

�
昇
任

本
人
の
努
力
次
第
で
上
級
の
警
察
官
に
昇
任
で
き
る
｡

�
初
任
給
そ
の
他
の
給
与

ア
青
森
県
の
場
合
(平
成
15年
４
月
現
在
)

上
記
の
ほ
か
､
定
期
昇
給
制
度
､
共
済
年
金
制
度
､
福
利
厚
生
制
度
等
が
あ
る
｡

イ
青
森
県
以
外
の
都
県
の
給
与
等
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
都
県
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
｡
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試
験
開
示
請
求
で
き
る

者
開
示
内
容

開
示
受
付
期
間

開
示
場
所

第
１
次

試
験

青
森
県
の
み
を
志

望
し
た
者
で
､
第

１
次
試
験
不
合
格

者

第
１
次
試
験
の
順
位

及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

青
森
県
人
事
委
員

会
事
務
局

青
森
市
新
町
二
丁

目
４
－
30

県
庁
舎
北
棟
５
階

第
２
次

試
験
第
２
次
試
験
受
験

者
第
２
次
試
験
の
順
位
合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

〔
受
験
者
本
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
票
若
し
く
は
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(運
転
免
許
証
､
学
生
証
､
旅
券

等
)

〔
受
験
者
の
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
者
本
人
の
受
験
票
及
び
法
定
代
理
人
に
係
る
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

(法
定
代
理
人
自
身
の
運
転
免
許
証
､
旅
券
等
)
並
び
に
受
験
者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
等
)

初
任

給
手
当
関
係

被
服
等

高
校
卒

157,500円
６
月
及
び
12月
に
期
末
・

勤
勉
手
当
､
10月
に
寒
冷

地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
｡

こ
の
ほ
か
､
支
給
条
件

に
応
じ
て
扶
養
手
当
､
通

勤
手
当
､
住
居
手
当
等
が

支
給
さ
れ
る
｡

採
用
と
同
時
に
制
服
､

制
帽
の
ほ
か
､
靴
､
ワ
イ

シ
ャ
ツ
､
ネ
ク
タ
イ
､
防

寒
衣
等
が
支
給
さ
れ
る
｡

短
大
卒

171,200円


